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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多価アルコールと３０～７０重量％の食用油脂及び１～１０重量％のＨＬＢが１１～１６
、重合度が５～１０であるポリグリセリン脂肪酸エステルからなる乳化油脂組成物を添加
することを特徴とするｐＨ７未満の酸性飲料又は酸性デザートの製造法。
【請求項２】
乳化油脂組成物中のポリグリセリン脂肪酸エステルの含有量が２～５重量％である請求項
１記載の酸性飲料又は酸性デザートの製造法。
【請求項３】
乳化油脂組成物中の食用油脂の含有量が４０～６５重量％である請求項１乃至２いずれか
記載の酸性飲料又は酸性デザートの製造法。
【請求項４】
乳化油脂組成物中の食用油脂の含有量が５０～６０重量％である請求項１乃至３いずれか
記載の酸性飲料又は酸性デザートの製造法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、酸性乳化食品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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微細で均一な乳化滴をもつエマルジョンをつくることは医薬、食品、化粧品、ペイント、
その他エマルジョンを利用している多くの製品の安定性上極めて重要である。食品の分野
においては、油脂を添加することにより食品のコクや旨み（食味）、口当たりの良さ（食
感）等が改善されることが知られており、油脂の分散性を改良した食品添加用の油脂組成
物も良く市場で見受けられる。乳化物の製造法手段は種種あるが、その中でも界面科学的
手法を用いた微細な油滴の乳化物が得られる乳化技術としてはD相乳化法（非特許文献１
）が知られている。
【０００３】
このＤ相乳化法を食品に用いたものとして、即席スープ組成物（特許文献１）が考案され
ているがＤ相乳化法を利用して得られた微粒子状の油滴を含む固体或いは半固体の組成物
と通常のスープの成分とを混合して調整されたものがある。また、Ｄ相乳化組成物を含有
する加工卵（特許文献２）及びＤ相乳化組成物を含有する鶏卵を用いる水中油型の乳化食
品がある。（特許文献３）
【０００４】
食品分野では、水相中への分散が容易な乳化物として、牛乳や生クリームが挙げられるが
、牛乳は脂肪分が５％以下と低く、また、生クリームは日持ちや作業性が悪く且つ高価で
あり、食品のコクや旨み（食味）、口当たりの良さ（食感）等を改善するためには、多量
に添加しなければならず、最終製品が水っぽくなったり、製品価格が高価になってしまう
。食品中に効率的にできるだけ多くの油脂分を添加するには、乳化物中の油分含量を高め
ることが望まれるが、油分含量を高めると、安定な乳化物を得ることは困難になる。
【０００５】
また、組み合わせる食品が酸性の場合、食品中に乳化物を均一分散させることが困難とな
り風味食感を損なうことが多い。さらに、乳化が不安定になると、その食品の色調も不均
一となり、外観上においても商品価値を失う場合もある。酸性デザートにも安定な状態で
使用可能な水中油型乳化油脂組成物（特許文献４）が考案されているが、この水中油型乳
化油脂組成物は、組成物中に乳糖とクエン酸三ナトリウムを含有し、カゼインナトリウム
やホエー蛋白質を含有させることで耐酸性を確保したものであるが、上記の問題を解決し
たものではない。
【０００６】
酸耐性、乳化安定性に優れる高油分乳化油脂組成物を開発することにより、食品への使用
用途が広がると考えられる。さらに食品へ添加することにより、風味や食感が改良された
新たな特徴をもった酸性食品の製造が可能となる。
【０００７】
【非特許文献１】
Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ，４，３４－４１（１９９３）
【特許文献１】
特開平７－５９５４５号公報（第１－６ぺージ）
【特許文献２】
特開２０００－８３６２４号公報（第１－５ページ）
【特許文献３】
特開２０００－１０２３５６号公報（第１－１０ページ）
【特許文献４】
特開平７－２５５３７６号公報（第１－５ページ）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の課題は、微細で均一な乳化滴を持ち、油分含量を高くしても乳化安定性
の良好な高油分乳化油脂組成物を添加した酸性乳化食品を提供することを目的とするもの
である。また、この高油分乳化油脂組成物を添加して、酸性領域にある飲料、デザート類
の乳化、及び保存安定性の良好な酸性乳化食品の製造法を提供することを目的とするもの
である。
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【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記のような状況に鑑み、酸性領域で乳化安定性の良好な高油分乳化油脂
組成物を提供すべく鋭意研究の結果、多価アルコールと食用油脂と乳化剤の種類、配合量
を規定したところ、酸性領域においても優れた乳化安定性を持った酸性乳化食品が得られ
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
すなわち、本発明は、多価アルコールと食用油脂と乳化剤からなる高油分乳化油脂組成物
を添加することを特徴とする酸性乳化食品、及び多価アルコールと食用油脂と乳化剤から
なる高油分乳化油脂組成物を添加することを特徴とする酸性乳化食品の製造法に関する。
また、本発明は、高油分乳化油脂組成物中の乳化剤のHLBが８以上、好ましくは１１～１
６、乳化剤の含有量が１～１０重量％、好ましくは２～５重量％であり、高油分乳化油脂
組成物中の食用油脂の含有量が３０～７０重量％、好ましくは４０～６５重量％であり、
更に好ましくは５０～６０重量％である酸性乳化食品に関する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
高油分の乳化油脂組成物を食品に利用すると、これまで油脂を含有させることが困難であ
った食品にも簡単に油脂を含有させることが可能となる。さらに高油分の乳化油脂組成物
であることにより、食品中に含有せしめる油脂分を添加量により調整することができる。
このような高油分の乳化油脂組成物は、例えば、以下のような公知のＤ相乳化法を利用し
て調製することができる。Ｄ相乳化法は、水溶性多価アルコール、または水溶性多価アル
コールと水を含んだ界面活性剤溶液中に油脂を分散させることによりＯ／Ｄ（Ｄは活性剤
）エマルジョンを作り、ここに水を添加することによって微細なＯ／Ｗエマルジョンとす
る方法である。本発明においては、Ｏ／Dエマルジョンが高油分乳化油脂組成物であり、O
／Ｗエマルジョンが酸性乳化食品を言う。このＤ相乳化法で調整することで、乳化油脂組
成物中の油分を高くし、微細な粒子径の油滴を多く存在する乳化油脂組成物を得ることが
できる。
また、本発明の乳化油脂組成物は、酸性下の食品中でも乳化安定性が非常に良好であり、
酸性食品における風味や食感あるいはテクスチャーや外観を変化させることも可能である
。
【００１２】
高油分乳化油脂組成物に用いられる多価アルコールは、分子内に水酸基を二個以上有する
もので、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３ブチレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、テトラグリ
セリンなどのポリグリセリン、グルコース、マルトース、マルチトール、ショ糖、フラク
トース、キシリトール、イノシトール、ペンタエリスリトール、ソルビトール、マルトト
リオース、澱粉分解糖、及び澱粉分解糖還元アルコールなどを挙げることが出来、単独、
または２つ以上を組み合わせて使用することが出来る。
【００１３】
高油分乳化油脂組成物に用いられる乳化剤は、ＨＬＢが８以上の水溶性を有する乳化剤が
好ましく、更にはＨＬＢが１１～１６の乳化剤を使用すると、酸性乳化食品の乳化性が更
に良好となる。ＨＬＢが８未満の乳化剤を使用すると乳化されないもしくは乳化はするも
のの安定性が悪い場合があり好ましくない。ＨＬＢが８以上の水溶性を有する乳化剤とし
ては、例えば、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪
酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、レシチ
ンやその部分加水分解物リゾレシチンなどを含むリン脂質、糖脂質、サポニン、及び大豆
蛋白やカゼインナトリウムなどを含む蛋白質などを挙げることが出来、単独、または２つ
以上を組み合わせて使用することが出来る。また、ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリ
セリン重合度としては、５～１０のものが好適である。
【００１４】
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また、高油分乳化油脂組成物への乳化剤の含有量は、１～１０重量％、更に好ましくは、
２～５重量%である。乳化剤の含有量が１重量％未満の場合、乳化されないもしくは乳化
はするものの安定性が悪くなり、１０重量％を超えると、増粘し乳化されないもしくは風
味が悪くなってしまう。
【００１５】
高油分乳化油脂組成物に使用される食用油脂については特に制限はなく、サラダ油、菜種
油、大豆油、綿実油、サフラワー油、コーン油、ひまわり油、米油、パーム油、やし油、
カカオ脂、魚油、乳脂、牛脂、豚脂及びこれらの分別油、水素添加油脂、エステル交換油
脂、香味油など何れも使用出来る。
【００１６】
また、高油分乳化油脂組成物への食用油脂の含有量は、３０～７０重量％である。食用油
脂の含有量が３０重量％未満の場合、粘度が低く乳化性も良好であるものの多価アルコー
ルの風味を強く感じ好ましくない。また７０重量％を超えた場合は、増粘し乳化性や作業
性が悪くなる。食用油脂の含有量を４０～６５重量％、更に５０～６０重量%にすると、
油脂の風味、コク味が強調され、作業性の点においても良好となる傾向がある。
【００１７】
高油分乳化油脂組成物の製法については、５０～６０℃に加温した多価アルコール中に乳
化剤を溶解分散し、更に６０～７０℃に加温した後、食用油脂を強攪拌しながら少量ずつ
添加することで高油分乳化油脂組成物を得ることが出来る。こうして得られた乳化油脂組
成物を水と混合した際の油滴の粒子径は容易に１μｍ以下となり、非常に安定な乳化状態
である。
【００１８】
酸性乳化食品とは、酸性飲料、酸性デザート等であり、果汁や酸味料を用いたり、菌で醗
酵させたりした、ｐＨが７未満の乳酸菌飲料、コーヒーなどの飲料やヨーグルト、ゼリー
などのデザートを言う。酸性飲料の製造方法は、脱脂粉乳などの乳原料と糖類や酸味料、
香料などを水と混合し殺菌する方法等、常法の通りで特に限定はされない。また、酸性デ
ザート、例えば、酸性ゼリーは、果汁や果実と糖類、ゼラチン、水などを煮詰め、冷却し
て製造する方法などでこれも常法の通りで特に限定されない。高油分乳化油脂組成物を添
加することで従来の酸性飲料、酸性デザートと比べ口当たり、風味等の良好なものを得る
ことが出来る。さらに本発明の乳化油脂組成物を使用すると、必ずしも均質化などの処理
操作を行わずとも、簡単な攪拌混合で安定な乳化状態が得られるという利点がある。
【００１９】
【実施例】
以下に実験例及び実施例を示し、本発明をさらに詳しく説明する。但し、これらの実験例
及び実施例は、本発明を何ら限定もしくは制限する意味のものではない。以下の実施例、
比較例の配合量は重量％、部を示すものである。
【００２０】
＜乳化剤のスクリーニングテスト＞
多価アルコール（グリセリン：新日本理化製）４６％をホモミキサー（TKホモミクサー：
特殊機化製）で攪拌しながら５０～６０℃に加温し、そこに各ポリグリセリン脂肪酸エス
テル４％を溶解分散させた。更に６０～７０℃に加温した中に、油脂（精製菜種油：不二
製油製）５０％を少しずつ添加し、２０分間攪拌（８０００rpm）し、高油分乳化油脂組
成物を調製した。
その際の乳化性を目視にて評価し、得られた乳化物を水に溶解させた際の油滴の平均粒子
径を測定した。結果を表１に示す。（測定機器：レーザ回折式粒度分布測定装置　ＨＯＲ
ＩＢＡ　ＬＡ５００）
【００２１】
【表１】
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【００２２】
＜酸性水での乳化剤のスクリーニング＞
乳化剤種による、酸性（ｐＨ２．４５）水での乳化安定性比較
方法：酸性水（ｐＨ２．４５）に対して１０％添加しマグネットスターラーにて５分間攪
拌混合したものをロウソク瓶にて２０℃で静置保存した。結果を表２に示す。
【００２３】
【表２】

【００２４】
以上の結果より、ｐＨが２．４５の酸性下において乳化安定性に優れるものは、デカグリ
セリンモノオレエート、デカグリセリンモノラウレート、デカグリセリンモノステアレー
ト、デカグリセリンモノミリステート、ヘキサグリセリンモノオレエート、ヘキサグリセ
リンモノラウレート、ペンタグリセリンモノオレエート、ペンタグリセリンモノミリステ
ート、ペンタグリセリンモノステアレートであり、重合度が５～１０、ＨＬＢが１１～１
６のポリグリセリン脂肪酸エステルが好適であった。
【００２５】
＜油分と乳化剤の添加量テスト＞
ここでは、合成例８（ヘキサグリセリンモノオレエートＨＬＢ= １１：阪本薬品製）を１
～１０％、食用油脂（精製菜種油：不二製油製)を２５～７５％とし、多価アルコール（
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グリセリン：新日本理化製）で全量を１００％とした。
乳化操作は実験１と同様。
D相乳化油脂組成物の乳化性及び該乳化物を酸性水（（ｐH=２．４５）に１０％添加混合
した際の乳化安定性について目視で評価した。結果を表３に示す。
【００２６】
【表３】

【００２７】
以上の結果より、油分が３０％～７０％の範囲で、乳化剤の添加量が1～１０％で酸耐性
のある乳化油脂組成物が得られた。油分が７０％を超えると、乳化時に増粘し、作業性が
悪くなる。最も良好な高油分乳化油脂組成物は、油分が５０～６０％、乳化剤添加量が２
～５％が適している。
【００２８】
実施例１（酸性飲料）
表４の配合に従って、以下の通りヨーグルト風味の酸性乳様飲料を製造した。
＜作成法＞
実施例の場合
▲１▼ 砂糖１４部を常温の水８４．８部に加え、攪拌する。
▲２▼ ▲１▼に乳化油脂組成物１部を混合し、７０℃で１０分間マグネットスターラー
で攪拌する。
▲３▼ ▲２▼の液を室温に冷却後、５０％乳酸溶液０．１部を滴下した後、ヨーグルト
フレーバー０．１部を加える。
比較例の場合
▲１▼ 脱脂粉乳と砂糖を常温の水に加え、攪拌する。
▲２▼ ▲１▼に５０％乳酸溶液０．１部を滴下した後、ヨーグルトフレーバー０．１部
を加え、７０℃で１０分間攪拌した後、均質化（圧力：第１段　１５０Kg／ｃｍ2、第２
段　０Kg／ｃｍ2）する。
【００２９】
【表４】
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【００３０】
乳化油脂組成物を添加して得られた製品は、口当たりがまろやかになり風味にもコクが出
ていた。比較例の場合は、脱脂粉乳を使用しているため乳蛋白物の沈殿が見られた。本発
明品は、乳蛋白を使用しないために、蛋白粒子の凝集、沈殿、相分離なども生じず、均一
な濁り（色調）を有する良好なヨーグルト風味の酸性乳様飲料が得られた。また、製造工
程中、殺菌や均質化処理を行っても良いが、本発明の乳化油脂組成物を使用すると、必ず
しも均質化などの圧力攪拌処理操作を行わずとも、簡単な攪拌混合で安定な乳化状態が得
られる。
【００３１】
実施例２（酸性ゼリー）
表５の配合に従って、以下の通りヨーグルト風味の酸性ゼリーを製造した。
＜作成法＞
実施例の場合
▲１▼ 粉末ゼラチン２．０部を水８部でふやかす。
▲２▼ 水６７．４部に砂糖と▲１▼を加え煮溶かす。
▲３▼ ▲２▼を６０℃程度に冷却したところに、乳化油脂組成物5部を添加し、攪拌混合
する。
▲４▼ ▲３▼に１０％乳酸溶液を０．５部滴下し、ヨーグルトフレーバー０．１部を添
加する。
▲５▼ カップ容器に充填後、冷蔵庫内でゼリー化させる。
比較例の場合
▲１▼ 粉末ゼラチン２．０部を水８部でふやかす。
▲２▼ 水７１．４部に砂糖と脱脂粉乳を加え煮溶かす。
▲３▼ ▲２▼を６０℃程度に冷却し、１０％乳酸溶液を０．５部滴下し、ヨーグルトフ
レーバー０．１部を添加し、均質化（圧力：第１段　１５０Kg／ｃｍ2、第２段０Kg／ｃ
ｍ2）する。
▲４▼ カップ容器に充填後、冷蔵庫内でゼリー化させる。
【００３２】
【表５】
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【００３３】
乳化油脂組成物を添加して得られた製品は、滑らかな口当たりを持ち、爽やかな酸味とコ
クがあるゼリーが得られた。また、この乳化油脂組成物を用いると、今回のように乳原料
を使用せずともゼリーを均一に白濁せしめることが可能となり、ホワイトナーとしての利
用も可能となる。
【００３４】
【発明の効果】
本発明の酸性乳化食品は、酸性下でも安定した乳化性を持ち、酸性食品中へ多量の油脂を
含有させることが容易となり、滑らかな口当たり、及びコクのある風味を持った酸性飲料
、デザートを得ることが出来、食生活の高度化に貢献することが出来る。
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